
 

 

各省庁現用文書推計調査結果概要（速報） 

 

※ 速 報 に つ き 、 後 日 修 正 の 可 能 性 あ り  

※ 調 査 実 施 機 関 ： 株 式 会 社 ラ テ ィ オ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル  

（ 内 閣 府 よ り 委 託 ）  

 
1.調査の目的 

本 調 査 は 、 平 成 16 年 6 月 28 日 に ま と め ら れ た 「 公 文 書 等 の 適 切 な

管 理 、 保 存 及 び 利 用 の た め の 体 制 整 備 に つ い て 」 と い う 報 告 書 の 内 容

を 受 け て 、 現 在 ど の 程 度 の 現 用 文 書 が 各 府 省 庁 に お い て 管 理 ・ 保 存 さ

れ て い る か 等 に つ い て 調 査 ・ 推 計 し 、 そ れ に 基 づ い て 中 間 書 庫 を 構 築

し た 際 に ど れ だ け の 文 書 を 中 間 書 庫 に 移 管 す べ き か 等 、 今 後 の 研 究 会

で の 検 討 に 資 す る こ と を 目 的 と し て 実 施 し た 。  

 

 

 

2.調査内容 

調 査 は 各 省 庁 の 現 用 文 書 の 保 管 、 管 理 状 況 、 お よ び そ の 考 え 方 に 関

し て も 把 握 す る た め に 全 て の 省 庁 に 対 し て ヒ ア リ ン グ と 視 察 を 行 う 方

法 に よ り 実 施 し た 。  

ま た 、 デ ジ タ ル 化 し て い る 近 年 の 文 書 も 踏 ま え て 、 デ ジ タ ル 保 管 に

関 す る 方 法 に つ い て の 概 要 を 検 討 す る と と も に 、 撮 影 の 許 可 を 受 け た

省 庁 に つ い て は で き る だ け 多 く の 写 真 を 撮 影 し て 、 各 省 庁 の 実 態 に つ

い て 把 握 し た 。  

 

 

 

3.調査項目 

 

各 行 政 機 関 の 保 有 す る 行 政 文 書 フ ァ イ ル 量 の 推 計 を 行 う た め に 以 下

の 5 項 目 の 調 査 を 実 施 し た 。  

 



 

 
 設問構成  

 

 

4.調査期間・方法 

平 成 17 年 11 月 中 旬 ～ 12 月 中 旬 に か け て 以 下 の 18 省 庁 に 調 査 票 を 配

布 し 、 回 収 時 に イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 併 せ て 行 う 方 法 に よ り 実 施 し た 。  

 

1 人 事 院

2 内 閣 官 房

3 内 閣 法 制 局

4 内 閣 府

5 公 正 取 引 委 員 会

6 警 察 庁

No 調査項目  保存期間  
① 保存期間別の行政文書ファイル数 30 年、10 年、5 年、3 年、1

年 

② 保存期間別行政文書ファイル数の内訳として、文書
作成（取得）後の経過年数別ファイル数及びその占め
る割合（％） 

 

③ 保存場所別の行政文書ファイル数（分布割合：％）  

④ 調査の項目①～③のそれぞれの項目における電子媒
体の数量及び割合 

 

⑤ 紙媒体による公文書における１ファイルあたりの厚さの
平均 

 

NO 設問 調査区分 

Ｑ１ 貴省庁における年間の行政文書の作成(取得)量とその

内容（平成１６年度実績）。媒体区分別については、原本

ベースでお答えください。 

実数調査 

Ｑ２ 保存期間別の保存期間満了時期別ファイル数 実数調査 

Ｑ３ 保存期限別行政文書の保存場所別ファイル数 実数調査 

Ｑ４ 紙媒体における行政文書１ファイルあたりの平均サイズの

厚さ 

実数調査 

Ｑ５ 電子文書作成に関連  

Q5-１ 電子文書作成に用いている組織共用サーバーの台数・

機能 

実数調査 

Q5-2 職員用端末（ＰＣ）の台数、機能等 端末の種類、ソフトの

種類等 

Ｑ６ 行政文書の管理方式 インタビュー調査 

Ｑ７ 保存されている図面の種類と保存方法 インタビュー調査 

Ｑ８ 歴史資料として重要な公文書の保存 インタビュー調査 

Ｑ９ 電磁的記録資料の保存についての具体的な取り組み状

況 

インタビュー調査 

Ｑ１0 「中間書庫」について インタビュー調査 

Ｑ１1 電子文書等管理の状況 インタビュー調査 

Ｑ１2 霞が関 WAN 等ネットワークの利用状況 インタビュー調査 

Ｑ１3 貴省庁のホームページの作成・管理の状況 インタビュー調査 



 

7 防 衛 庁

8 金 融 庁

9 総 務 省

10 法 務 省

11 財 務 省

12 文 部 科 学 省

13 厚 生 労 働 省

14 農 林 水 産 省

15 経 済 産 業 省

16 国 土 交 通 省

17 環 境 省

18 会 計 検 査 院



 

5.調査結果の概要 

調 査 対 象 と し た 18 省 庁 の 全 て か ら 回 答 を 得 、ま た 全 て の 省 庁 に イン

タ ビ ュ ー す る こ と が で き た 。  

結 果 か ら す る と 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 に 基 づ く 情 報 以 外 の 情 報

に つ い て は 、 各 省 庁 の 担 当 者 も 実 態 を 正 確 に 把 握 し て い な い 状 態 に あ

っ た た め 、 文 書 の 容 量 推 計 な ど は 相 当 数 の 誤 差 が あ る と 思 わ れ る が 、

お お よ そ 次 の よ う な 結 果 が 明 ら か に な っ た 。  

・ 対 象 18 省 庁 が 1 年 間 に 作 成 す る 文 書 フ ァ イ ル 数 は 約 16 万 件 余 り

で あ っ た 。  

・ 現 用 保 存 文 書 フ ァ イ ル 数 は 約 109 万 件 で 、 う ち 約 105 万 件 が 紙 媒

体 フ ァ イ ル 、 約 4 万 件 が 電 子 媒 体 フ ァ イ ル で あ っ た 。  

・ 現 用 保 存 文 書 の 7 割 弱 は 各 課 室 の 事 務 室 に 保 存 さ れ 、 残 り が 部 局

書 庫 や 省 庁 共 用 書 庫 、 外 部 書 庫 等 に 保 管 さ れ て い る 。  

・行 政 文 書 の 管 理 方 式 は 6 割 が 分 散 保 存 で 、4 割 が 分 散 保 存 と 集 中保

存 の 併 用 と な っ て い る 。  

・ 保 存 ス ペ ー ス に つ い て は 、 全 体 の 5 割 9 省 庁 が ｢現 状 で 不 足 ｣と み

て い る 。  

・ 図 面 等 の 保 存 に つ い て 実 態 を 把 握 し て い る 省 庁 は 非 常 に 少 な い 上

サ イ ズ 別 の フ ァ イ ル 数 等 を 把 握 し て い る 省 庁 は 皆 無 だ っ た 。 ほ と

ん ど の 図 面 は 紙 媒 体 で あ る が 、 通 常 の 文 書 に 含 ま れ て し ま っ て い

て 実 数 等 は 把 握 さ れ て い な い 。  

・ 歴 史 的 資 料 と し て 重 要 と 思 わ れ る 公 文 書 に つ い て 、 特 別 な 管 理 を

行 っ て い る 省 庁 は 皆 無 で あ っ た 。 何 が 歴 史 的 に 重 要 か を 判 断 す る

こ と 自 体 が 難 し い と す る 省 庁 も あ っ た 。  

・電 磁 的 記 録 資 料 の 保 存 に つ い て は 、音 声 録 音 テ ー プ や FD、CD-R、D

V D - R、 ビ デ オ テ ー プ な ど が 一 部 の 省 庁 で 聞 か れ た が 、 実 態 は 担 当

者 で も ほ と ん ど わ か ら な い 状 況 で あ っ た 。  

・中 間 書 庫 については、「 文 書 を必 要 な時 に支 障 なく利 用 できること」

が 最 重 要 視 さ れ て い る こ と が わ か っ た 。 特 に 、 国 会 対 応 等 で 「 24

時 間 365 日 必 要 な と き に 即 座 に 出 し 入 れ を 可 能 に す る こ と 」 が 必

要 、 と の 意 見 が 強 い 。  

・ 文 書 の 作 成 環 境 は 、 本 省 職 員 の ほ ぼ 100％ に 端 末 が 普 及 し て お り 、

電 子 的 に 作 成 さ れ て い る 。端 末 に は Word、Exc el、一 太 郎 な ど の 市

販 さ れ て い る 一 般 的 な ソ フ ト が イ ン ス ト ー ル さ れ て い る が 、 各 省

庁 と も 統 一 は さ れ て お ら ず 、 実 際 の 利 用 は 個 人 の 判 断 に 任 さ れ て

い る 。  

 

・ 中 間 書 庫 へ の 移 管 文 書 量 の 推 計 で は 、  

① 保 存 期 限 5 年 以 上 の 文 書 (ケ ー ス Ⅰ 、 最 大 値 ケ ー ス ) 

② 保 存 期 限 10 年 以 上 の 文 書 (ケ ー ス Ⅱ 、 中 位 ケ ー ス ) 



 

③ 保 存 期 限 30 年 以 上 の 文 書 (ケ ー ス Ⅲ 、 最 小 値 ケ ー ス ) 

に つ い て 試 算 し た 。  

ケ ー ス Ⅰ で は 保 存 期 限 5 年 以 上 の 全 て の 文 書 を 移 管 、 ケ ー ス Ⅲ で

は 保 存 期 限 30 年 以 上 の 全 て の 文 書 を 移 管 す る こ と を 想 定 し た 。そ

の 結 果 、 次 の よ う な 推 計 値 と な っ た 。  

ケ ー ス Ⅰ：紙 媒 体 フ ァ イ ル 約 82.7 万 件 、電 磁 的 記 録 媒 体 フ ァ イル

約 2.5 万 件 で あ り 、紙 媒 体 は A4 版 用 紙 換 算 で 約 4.2 億

枚 、 厚 さ 換 算 で 約 64.2km。  

ケ ー ス Ⅱ：紙 媒 体 フ ァ イ ル 約 52.0 万 件 、電 磁 的 記 録 媒 体 フ ァ イル

約 1.1 万 件 で あ り 、紙 媒 体 は A4 版 用 紙 換 算 で 約 2.7 億

枚 、 厚 さ 換 算 で 約 40.4km。  

ケ ー ス Ⅲ：紙 媒 体 フ ァ イ ル 約 33.3 万 件 、電 磁 的 記 録 媒 体 フ ァ イル

約 0.7 万 件 で あ り 、紙 媒 体 は A4 版 用 紙 換 算 で 約 1.7 億

枚 、 厚 さ 換 算 で 約 25.4km。  

・ 上 記 の 想 定 の 下 に 、 こ れ ら の 文 書 を 保 存 す る た め に 必 要 な 所 要 建

物 延 べ 床 面 積 を 推 計 す る と 次 の よ う に な っ た 。 た だ し 、 こ れ ら の

推 計 に は 書 棚 の 大 き さ や レ イ ア ウ ト な ど 様 々 な 仮 定 を お い て い る

た め 、 か な り の 誤 差 が あ る も の と 思 わ れ る 。 ま た 、 こ れ ら の ス ペ

ー ス は 文 書 収 納 だ け の 所 要 面 積 で あ り 、 実 際 に は ユ ー テ ィ リ テ ィ

や 管 理 シ ス テ ム 設 置 の た め の ス ペ ー ス 、 維 持 管 理 職 員 の た め の ス

ペ ー ス 、 部 外 の 人 (各 省 庁 の 職 員 )へ の サ ー ビ ス ス ペ ー ス な ど が 必

要 と な る 。  

ケ ー ス Ⅰ ： 10,918 ㎡  

ケ ー ス Ⅱ ： 6,873 ㎡  

ケ ー ス Ⅲ ： 4,321 ㎡  

・ 中 間 書 庫 の 所 要 文 書 収 納 ス ペ ー ス 推 計 値 を 既 存 の 国 立 公 文 書 館 の

収 納 ス ペ ー ス と 比 較 す る と 、 次 の よ う に な っ た 。  

ケ ー ス Ⅰ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.84 倍  

（ 本 館 分 ： 1.74 倍 、 分 館 分 ： 1.64 倍 ）  

ケ ー ス Ⅱ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.53 倍  

（ 本 館 分 ： 1.09 倍 、 分 館 分 ： 1.03 倍 ）  

ケ ー ス Ⅲ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.34 倍  

（ 本 館 分 ： 0.70 倍 、 分 館 分 ： 0.66 倍 ）  

ま た 、 現 在 の 公 文 書 館 の 占 有 率 (排 架 済 書 架 延 長 ÷書 架 延 長 ×100)

65 . 3％ を そ のまま確 保 することを前 提 とすると、次 のようになる。  

ケ ー ス Ⅰ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 1.29 倍  

（ 本 館 分 ： 2.66 倍 、 分 館 分 ： 2.57 倍 ）  

ケ ー ス Ⅱ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.81 倍  

（ 本 館 分 ： 1.67 倍 、 分 館 分 ： 1.58 倍 ）  

 



 

ケ ー ス Ⅲ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.52 倍  

（ 本 館 分 ： 1.07 倍 、 分 館 分 ： 1.01 倍 ）  

 

・以 上 は 18 省 庁 合 計 の 中 間 書 庫 へ の 移 管 文 書 量 の 推 計 で あ る が 、こ

のうち保 管 スペー スに ｢当 面 問 題 ない ｣と 回 答 した 6 省 庁 を 除 いた 1

2 省 庁 合 計 の 中 間 書 庫 へ の 移 管 文 書 量 を 試 算 し て み る と 、次 の よう

な 推 計 値 と な っ た 。  

ケ ー ス Ⅰ ： 紙 媒 体 フ ァ イ ル 約 63.3 万 件 、 紙 媒 体 は A4 用 紙 換 算 で

約 3.2 億 枚 、厚 さ 換 算 で 約 49.1km、 所 要 敷 地 面 積 8,35

0 ㎡ 。  

ケ ー ス Ⅱ ： 紙 媒 体 フ ァ イ ル 約 41.0 万 件 、 紙 媒 体 は A4 用 紙 換 算 で

約 2.1 億 枚 、厚 さ 換 算 で 約 31.8km、 所 要 敷 地 面 積 5,40

9 ㎡ 。  

ケ ー ス Ⅲ ： 紙 媒 体 フ ァ イ ル 約 26.4 万 件 、 紙 媒 体 は A4 用 紙 換 算 で

約 1.4 億 枚 、厚 さ 換 算 で 約 20.1km、 所 要 敷 地 面 積 3,42

0 ㎡ 。  

・こ れ を 18 省 庁 合 計 の 場 合 と 同 様 に し て 、国 立 公 文 書 館 の 書 架 延 長

と 比 較 し て み る と 次 の よ う に な っ た 。  

ケ ー ス Ⅰ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.65 倍  

（ 本 館 分 ： 1.33 倍 、 分 館 分 ： 1.26 倍 ）  

ケ ー ス Ⅱ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.42 倍  

（ 本 館 分 ： 0.86 倍 、 分 館 分 ： 0.81 倍 ）  

ケ ー ス Ⅲ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.27 倍  

（ 本 館 分 ： 0.55 倍 、 分 館 分 ： 0.52 倍 ）  

ま た 、 現 在 の 公 文 書 館 の 占 有 率 65.3％ を そ の ま ま 確 保 す る こ と を

前 提 と す る と 、 次 の よ う に な る 。  

ケ ー ス Ⅰ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.99 倍  

（ 本 館 分 ： 2.04 倍 、 分 館 分 ： 1.93 倍 ）  

ケ ー ス Ⅱ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.64 倍  

（ 本 館 分 ： 1.32 倍 、 分 館 分 ： 1.25 倍 ）  

ケ ー ス Ⅲ ： 国 立 公 文 書 館 本 館 分 館 合 計 書 架 延 長 の 0.41 倍  

（ 本 館 分 ： 0.85 倍 、 分 館 分 ： 0.80 倍 ）  

 

 



内閣府設置法（抄） 
（平成十一年七月十六日法律第八十九号） 

 
  
第四条    
３  前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。  

             （略） 
  四十二  公文書館に関する制度に関すること。  
  四十三  前号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な公文書その他の記

録（国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用

のものを除く。）の保存及び利用に関すること（他の機関の所掌に属

するものを除く。）。  
   



１．公文書館法 

 
昭和６２年１２月１５日法律第１１５号 

改正：平成１１年１２月２２日法律第１６１号 

 

（目的） 

第１条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にか

んがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その

他の記録（現用のものを除く。）をいう。 
（責務） 
第３条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、

適切な措置を講ずる責務を有する。 
（公文書館） 
第４条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として

重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。）を保存し、閲覧に供するととも

に、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。 
２ 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門

職員その他必要な職員を置くものとする。 
第５条 公文書館は、国立公文書館法 （平成十一年法律第七十九号）の定めるもののほか、

国又は地方公共団体が設置する。 

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条

例で定めなければならない。 

（資金の融通等） 

第６条 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに

努めるものとする。 

（技術上の指導等） 

第７条 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関

し、技術上の指導又は助言を行うことができる。 

附則 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（昭和６３年政令第１６６号で昭和６３年６月１日から施行） 

（専門職員についての特例） 



２ 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かな

いことができる。 
 



２．国立公文書館法 
 

平成１１年６月２３日法律第７９号

最終改正：平成１２年５月２６日法律第８４号

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この法律は、公文書館法（昭和 62 年法律第 115 号）の精神にのっとり、独立行政法
人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために

必要な措置等を定めることにより、独立行政法人国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴

史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この法律において「公文書等」とは、公文書その他の記録（国の機関において現用の

ものを除く。）をいう。 
   第２章 独立行政法人国立公文書館 
    第１節 通則 
 （名称） 
第３条 この法律及び独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）
の定めるところにより設立される通則法第２条第１項に規定する独立行政法人の名称は、独

立行政法人国立公文書館とする。 
 （国立公文書館の目的） 
第４条 独立行政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。）は、第 15条第４項の規
定により移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を保存し、及び一般の利用に供するこ

と等の事業を行うことにより、国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要

な公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。 
 （特定独立行政法人） 
第５条 国立公文書館は、通則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人とする。 
 （事務所） 
第６条 国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。 
 （資本金） 
第７条 国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第

161号）附則第５条第２項の規定により政府から出資があったものとされる金額とする。 
２ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館

に追加して出資することができる。 
３ 国立公文書館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金

を増額するものとする。 
    第２節 役員 



 （役員） 
第８条 国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事２人を置く。 
２ 国立公文書館に、役員として、理事 1人を置くことができる。 
 （理事の職務及び権限等） 
第９条 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。

２ 通則法第 19 条第２項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれてい
ないときは、監事とする。 
３ 前項ただし書の場合において、通則法第 19 条第２項の規定により館長の職務を代理し又
はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 
 （役員の任期） 
第 10条 館長の任期は４年とし、理事及び監事の任期は２年とする。 
    第３節 業務等 
 （業務の範囲） 
第 11条 国立公文書館は、第４条の目的を達成するため、次の業務を行う。 
一 第 15 条第４項の規定により移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を保存し、及び
一般の利用に供すること。 
二 国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等（次号から第５号

までにおいて「歴史資料として重要な公文書等」という。）の保存及び利用に関する情報の

収集、整理及び提供を行うこと。 
三 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。

四 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 
五 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。 
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 
２ 国立公文書館は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、内閣総理

大臣からの委託を受けて、公文書館法第７条に規定する技術上の指導又は助言を行うことが

できる。 
 （積立金の処分） 
第 12条 国立公文書館は、通則法第 29条第 2項第 1号に規定する中期目標の期間（以下この
項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第 44条第１項又は
第２項の規定による整理を行った後、同条第１項の規定による積立金があるときは、その額

に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期

目標の期間に係る通則法第 30 条第１項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の

期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。 
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独

立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。 



３ 国立公文書館は、第１項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認

を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければなら

ない。 
４ 前３項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項

は、政令で定める。 
    第４節 雑則 
 （主務大臣等） 
第 13 条 国立公文書館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内
閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。 
    第５節 罰則 
第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員
は、20万円以下の過料に処する。 
一 第 11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 
二 第 12 条第１項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、
その承認を受けなかったとき。 
   第３章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置 
第 15 条 国の機関は、内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるところにより、当該
国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を

講ずるものとする。 
２ 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史資料として重要な公文書等につい

て、国立公文書館において保存する必要があると認めるときは、当該公文書等を保存する国

の機関との合意により、その移管を受けることができる。 
３ 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公

文書館の意見を聴くことができる。 
４ 内閣総理大臣は、第２項の規定により移管を受けた公文書等を国立公文書館に移管するも

のとする。 
   第４章 国立公文書館における公文書等の利用 
第 16 条 国立公文書館において保存する公文書等は、一般の利用に供するものとする。ただ
し、個人の秘密の保持その他の合理的な理由により一般の利用に供することが適当でない公

文書等については、この限りでない。 
 
附則 抄 
（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 
（平成 12年政令第 239号で平成 12年 10月 1日から施行） 



 


